
所管 呼出名称
呼出
番号

グループ
グループ
呼出番号

局 車名等

危機管理課 防災足利危機管理 ００１ ‐ ‐ 統制

通信指令課 防災足利通信指令 ００２ 統制

消防総務課 防災足利総務 ００８ 基地

予防課 防災足利１５ １１５ 車載 査察車

中央消防署 防災足利１６ １１６ 車載 中央指揮車

河南消防署 防災足利１７ １１７ 車載 河南指揮車

消防総務課 防災足利２０２ ２０２ 携帯

予防課 防災足利２０３ ２０３ 携帯

消防総務課 防災足利２０４ ２０４ 携帯

都市計画課 防災足利都市計画 ００３ 基地

都市計画課 防災足利１ １０１ 車載 都市計画課所管車

道路河川保全課 防災足利道路河川 ００４ 基地

道路河川保全課 防災足利２ １０２ 携帯

道路河川整備課 防災足利３ １０３ 携帯

道路河川保全課 防災足利４ １０４ 携帯

道路河川保全課 防災足利５ １０５ 車載 道路河川管理事務所

環境政策課 防災足利環境政策 ００５ 基地

環境政策課 防災足利６ １０６ 車載 環境政策課所管車

農林整備課 防災足利農務 ００６ 基地

農林整備課 防災足利７ １０７ 車載 農林整備課所管車

水道施設課 防災足利水道 ００７ 基地

水道施設課 防災足利８ １０８ 車載

水道施設課 防災足利９ １０９ 車載

水道施設課 防災足利１０ １１０ 車載

水道施設課 防災足利１１ １１１ 車載

水道施設課 防災足利１２ １１２ 車載

水道施設課 防災足利１３ １１３ 車載

水道施設課 防災足利１４ １１４ 車載

水道施設課 防災足利２０１ ２０１ 携帯 南部浄水場

９０３

情報通信-1 足利市防災行政無線システム一覧

環境政策 ９０４

９０５

９０６

消防

都市計画

道路河川

９０１

農務

水道

９０２



所管 呼出名称
呼出
番号

グループ
グループ
呼出番号

局 車名等

生涯学習センター 防災足利生涯学習 ００９ 基地

織姫公民館 防災足利２０５ ２０５ 携帯

助戸公民館 防災足利２０６ ２０６ 携帯

毛野公民館 防災足利２０７ ２０７ 携帯

山辺公民館 防災足利２０８ ２０８ 携帯

三重公民館 防災足利２０９ ２０９ 携帯

山前公民館 防災足利２１０ ２１０ 携帯

北郷公民館 防災足利２１１ ２１１ 携帯

名草公民館 防災足利２１２ ２１２ 携帯

富田公民館 防災足利２１３ ２１３ 携帯

矢場川公民館 防災足利２１４ ２１４ 携帯

御厨公民館 防災足利２１５ ２１５ 携帯

筑波公民館 防災足利２１６ ２１６ 携帯

久野公民館 防災足利２１７ ２１７ 携帯

梁田公民館 防災足利２１８ ２１８ 携帯

三和公民館 防災足利２１９ ２１９ 携帯

葉鹿公民館 防災足利２２０ ２２０ 携帯

小俣公民館 防災足利２２１ ２２１ 携帯

生涯学習 907

※ 生涯学習センターは、携帯無線を基地局として利用。



所管 呼出名称
呼出
番号

グループ
グループ
呼出番号

局 車名等

消防団本部 防災足利３０１ ３０１ 携帯

消防団本部 防災足利３０２ ３０２ 携帯

第１分団 防災足利３０３ ３０３ 携帯

第１分団 防災足利３０４ ３０４ 携帯

第２分団 防災足利３０５ ３０５ 携帯

第２分団 防災足利３０６ ３０６ 携帯

第３分団 防災足利３０７ ３０７ 携帯

第３分団 防災足利３０８ ３０８ 携帯

第４分団 防災足利３０９ ３０９ 携帯

第４分団 防災足利３１０ ３１０ 携帯

第５分団 防災足利３１１ ３１１ 携帯

第５分団 防災足利３１２ ３１２ 携帯

第６分団 防災足利３１３ ３１３ 携帯

第６分団 防災足利３１４ ３１４ 携帯

第７分団 防災足利３１５ ３１５ 携帯

第７分団 防災足利３１６ ３１６ 携帯

第８分団 防災足利３１７ ３１７ 携帯

第８分団 防災足利３１８ ３１８ 携帯

第９分団 防災足利３１９ ３１９ 携帯

第９分団 防災足利３２０ ３２０ 携帯

第１０分団 防災足利３２１ ３２１ 携帯

第１０分団 防災足利３２２ ３２２ 携帯

第１１分団 防災足利３２３ ３２３ 携帯

第１１分団 防災足利３２４ ３２４ 携帯

第１２分団 防災足利３２５ ３２５ 携帯

第１２分団 防災足利３２６ ３２６ 携帯

第１３分団 防災足利３２７ ３２７ 携帯

第１３分団 防災足利３２８ ３２８ 携帯

第１４分団 防災足利３２９ ３２９ 携帯

第１４分団 防災足利３３０ ３３０ 携帯

第１５分団 防災足利３３１ ３３１ 携帯

第１５分団 防災足利３３２ ３３２ 携帯

第１６分団 防災足利３３３ ３３３ 携帯

第１６分団 防災足利３３４ ３３４ 携帯

第１７分団 防災足利３３５ ３３５ 携帯

第１７分団 防災足利３３６ ３３６ 携帯

第１８分団 防災足利３３７ ３３７ 携帯

第１８分団 防災足利３３８ ３３８ 携帯

第１９分団 防災足利３３９ ３３９ 携帯

第１９分団 防災足利３４０ ３４０ 携帯

第１９分団 防災足利３４１ ３４１ 携帯

第１９分団 防災足利３４２ ３４２ 携帯

消防団 908



情報通信-2 通信施設一覧 

 

（１）有線通信施設（専用） 

施設の名称 所在地 電話 備考 

足利警察署 千歳町94-7 (43)0110  

ＪＲ足利駅 伊勢町1-118 (43)0341  

東武足利市駅 南町3694 (71)1073  

 

（２）無線通信施設 

施設の名称 
局
種 

呼出符合 
電波 
型式 

周波数 
（ＭＨｚ） 

所在地 電話番号 

足利警察署 

固
基 

あしかが ― ― 

千歳町 94-7 (43)0110 
移 

あしかが 
１，３１，３２，５５，５６，
６１，６３，６４，９１ 

― ― 

渡良瀬川 
河川事務所 

固
基 

けんせつわたらせ F3E 
153.19 田中町 661-3 (73)5551 

移 けんせつわたらせ１，５１～５９ 〃 

東京電力 
パワーグリッド㈱ 

栃木南支社 
足利事務所 

固
基 

とうでんあしかが 〃 
153.97 相生町 386-6 

0285(35)5211 
(栃木南支社) 

移 
とうでんあしかが１～１６，３１～３
５，５１～５７，２０１～２０９ 

〃 

足利市役所 
上下水道部 
消防本部 
河南消防署 

固
基 

ぼうさいあしかがきかく，と
しけいかく，どうろかせん，
かんきょうすいしん，のうむ，
すいどう，つうしんしれい，
そうむ 

MCA 

800帯 

本城 3-2145 
伊勢町 4-19 
大正町 863 
堀込町 190-1 

(20)2222 

移 
ぼうさいあしかが１～１７，
１０１～１１７，２０１～２
０４ 

MCA 

足利市 
消防本部 

固
基 

あしかがしょうぼう 
（活動波１） 

5K80 
G1E 
G1D 

260帯 

堀込町 190-1 (71)9222 

あしかがしょうぼうにし 
（活動波２） 

葉鹿町 2-3-2 (62)0119 

移 

あしかがほんぶ１ 
あしかがよぼう１ 
あしかがよぼう２ 

〃 大正町 863 

(41)3197 

足利市 
中央消防署 

あしかがしき１ 
あしかがしき２ 
あしかがちゅうおうかがく１ 
あしかがちゅうおうすいそう１ 
あしかがちゅうおう１～２ 
あしかがきゅうじょ１ 
あしかがしきざい１ 
あしかがしえん１ 
あしかがちゅうおうこうほう１ 

(41)3194 



 

施設の名称 局種 呼出符合 
電波 
型式 

周波数 
（ＭＨｚ） 

所在地 電話番号 

足利市 
消防本部 

携 

あしかがほんぶ１０１～１０２ 
あしかがよぼう１０１～１０３ 
あしかがほんぶ１０３ 
あしかがけいぼう１０１～１０３ 
あしかがちゅうおう６０１，６０２ 
あしかがちゅうおう１０１～ 
１０４，２０１～２０４ 
あしかがきゅうじょ５０１ 
あしかがちゅうおうきゅうきゅ
う３０１，３０２ 

5K80 
G1E 
G1D 

260帯 大正町 863 

(41)3197 

足利市 
中央消防署 

(41)3194 

足利市 
中央消防署 
東分署 

移 
あしかがひがしすいそう１ 
あしかがひがし１ 
あしかがひがしこうほう１ 

〃 〃 川崎町 1324 (91)0509 

〃 携 

あしかがひがし１０１，２０１，
２０２ 
あしかがひがしきゅうきゅう３
０１ 

〃 〃 〃 〃 

足利市 
中央消防署 
西分署 

移 
あしかがにしかがく１ 
あしかがにし１ 
あしかがにしこうほう１ 

〃 〃 葉鹿町 2-3-2 (62)0119 

〃 携 
あしかがにし１０１，２０１，
２０２，６０１ 
あしかがにしきゅうきゅう３０１ 

〃 〃 〃 〃 

足利市 
河南消防署 

移 

あしかがかなんかがく１ 
あしかがかなんすいそう１ 
あしかがかなん１ 
あしかがかなん２ 
あしかがはしご１ 
あしかがさぎょう１ 
あしかがかなんこうほう１ 

〃 〃 堀込町 190-1 (71)1000 

〃 携 

あしかがつうしん１０１，１０２ 
あしかがつうしん６０１ 

〃 〃 〃 

(71)9222 

あしかがかなん１０１～１０４ 
，２０１～２０４ 
あしかがはしご４０１ 
あしかがさぎょう２０５ 
あしかがかなんきゅうきゅう３
０１，３０２ 

(71)1000 

足利市 
消防本部 

固 
基 

あしかがしょうぼう 
（活動波３） 

〃 〃 
堀込町 190-1 (71)9222 

あしかがしょうぼうにし 
（活動波３） 

葉鹿町 2-3-2 (62)0119 

足利市 
中央消防署 

移 
あしかがちゅうおうきゅうきゅ
う１～２ 

〃 〃 大正町 863 (41)3194 

足利市 
中央消防署 
東分署 

移 あしかがひがしきゅうきゅう１ 〃 〃 川崎町 1324 (91)0509 

足利市 
中央消防署 
西分署 

移 あしかがにしきゅうきゅう１ 〃 〃 葉鹿町 2-3-2 (62)0119 

足利市 
河南消防署 

移 
あしかがかなんきゅうきゅう 
１～２ 

〃 〃 堀込町 190-1 (71)1000 

足利ガス㈱ 固基 あしかががす F3E 147.60 錦町 27-1 (41)7191 
〃 移 あしかががす１，１０１～１０６ 〃 〃 〃 〃 

 



情報通信-3 報道関係機関一覧 

 

名 称      所 在 地      電 話      備 考 

朝 日 新 聞 社 足 利 支 局 田中町57-2-1-1203 73－5525  

産 経 新 聞 社 足 利 通 信 部 鹿島町448－1 62－9481  

下 野 新 聞 社 足 利 総 局 大橋町２丁目1821 40－1023  

東 京 新 聞 足 利 支 局 緑町1-3254 21－3136  

毎 日 新 聞 社 足 利 通 信 部 大町11－10 41－2275  

読 売 新 聞 社 足 利 通 信 部 相生町384－34 41－2969  

Ｎ Ｈ Ｋ 宇 都 宮 放 送 局 宇都宮市中央3－1－2 028－634－9160  

両 毛 新 聞 社 巴町2543 21－1366  

織 姫 新 聞 社 本城３丁目2023 21－8843  

Ａ Ｎ タ イ ム ズ 社 福居町438-1 41－9083  

わ た ら せ テ レ ビ 株 式 会 社 有楽町835 42－8111  

株 式 会 社 栃 木 放 送 宇都宮市本町12-11 028－622－1111  

株 式 会 社 と ち ぎ テ レ ビ 宇都宮市昭和２丁目2-2 028－623－0051  

株 式 会 社 エ フ エ ム 栃 木 宇都宮市中央1－2－1 028－638－7640  

 

 

 

 



情報通信-4 足利市記者会見マニュアル 

足利市災害時記者会見マニュアル 

  大規模災害時には、被害状況や応急対策の実施状況などの災害情報を地域住民や被災地外へ

伝えるため、必要に応じて記者会見により情報を発信する。 

  記者会見の実施にあたっては、本マニュアルに基づき対応するものとする。 

 

１．記者会見の実施方針 

 (1) 記者会見の実施基準 

災害対策本部は、以下の場合に記者クラブと協議のうえ、記者会見を行う。 

   ① 市民へ情報を発信する場合 

② 報道機関から取材の申し込みがあった場合 

   ③ 被災地外からの支援を要請する必要がある場合 

 

 (2) 記者会見の担当部署 

   災害対策本部事務局の以下のチームにより記者会見を実施する。 

チーム 担当業務 

総括・指揮チーム 記者会見の実施判断、発表内容の決定 

記者会見資料の作成 

広報チーム 報道機関との連絡・調整 

記者会見会場の準備 

記者会見の進行（運営） 

 

２．記者会見の実施 

 (1) 記者会見の出席者及び会場 

   ① 出席者 

     記者会見は原則として本部長（市長）が行うこととし、総括・指揮チームは市長の補

助者として必要最小限の人数で対応するほか、記者会見の運営全般は広報チームが担う

ものとする。また、出席が必要であると市長が認める職員等も補助者として同席する。 

     ・発表者：本部長 災害の概要説明と市民へのメッセージ発信 

 補助者 被害状況や活動状況等の詳細を説明 

※本部長が不在の場合には対策本部の代行順位に基づき代理者が対応 

     ・事務局：総括・指揮チーム、広報チーム 

・進 行：広報チームリーダー 

 



   ② 会場候補 

     ・６階 会議室 

     ・別館 研修室 

 

 (2) 記者会見の実施手順 

   ① 記者会見実施の決定【総括・指揮チーム、広報チーム】 

     本部長が、災害対策本部会議において、被災状況の報告又は広域的な支援の呼びかけ

が必要であると認めた場合には、記者会見により報道機関を通じて周知することとし、

記者クラブ幹事社と事前協議のうえ、記者会見の開催時間及び発表内容を決定する。 

   ② 資料の作成【総括・指揮チーム】 

     本部会議にて決定した内容に基づき、進行台本や手持ち資料、記者への配布資料を作

成する。 

   ③ 報道機関との連絡調整【広報チーム】 

     記者会見の実施について、各報道機関に連絡する。 

   ④ 記者会見会場の設営【広報チーム】 

     上記の候補となる部屋から会場を確保し、会場レイアウトや会場案内表示等、必要な

準備を行う。 

     また、発表する内容に応じて、プロジェクターや地図等の準備も行う。 

   ⑤ 事前打合せの実施【総括・指揮チーム、広報チーム】 

     発表者（本部長若しくは代理者）及び説明を行う補助者と、記者会見の進行について

打合せを行う。 

   ⑥ 記者会見の実施【総括・指揮チーム、広報チーム】 

 

 (3) 記者会見後の対応 

   報道機関からの問合せについては、総括・指揮チームで対応する。 

   広報チームは、会見内容を速やかに市ホームページにアップするとともに、会見後にも報

道機関が資料を閲覧できるよう、発表時刻を記入した資料を備えておく。 

 

 (4) 記者の待機場所の確保 

   広報チームは、庁舎内等に記者の待機場所を確保するとともに、職員の作業スペース等の

立ち入り禁止場所を明示し、記者に周知する。 

   また、待機場所等の庁舎内に滞在する場合には、腕章などの「記者であることが分かる記

章」を着用するよう記者に要請する。 



情報通信-5　栃木県防災行政ネットワーク通信系統図

▲ 県庁局　

県庁中継所 ● ■ ▲ ● ■ 消防学校　 ■ 総合運動公園　 ▲ ● 気象台　 ▲ 建設産業　 ▲ ■ 自治医大

●

八方ヶ原中継所 ● ■ 井頭公園　 ▲ ● ■ 陸上自衛隊　 ● ■ 道路公社 ▲ ■ 国際医療大塩谷病院

●

（移動系） 茶ノ木平中継所 ▲ 衛星可搬装置 ● ■ 那須野が原公園　 ▲ 医師会　 ▲ ■ 済生会病院　 ▲ ■ 那須日赤

●

南那須中継所 ● ■ 鬼怒ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸ　 ▲ ● 日赤栃木　 ▲ ■ 栃木医療センター ▲ □ 足利日赤

●

柏倉中継所 ▲ 東京事務所 ● ■ みかも山公園　 ▲ ＮＨＫ宇都宮　 ▲ ■ うつのみや病院 ■ 東武日光駅

●

● ■ 日光だいや川公園　 ▲ ● 東電栃木　 ▲ ■ 上都賀病院 ■ 栃木放送　

▲：衛星系（地球局及びＶＳＡＴ局） ●

■：移動系（260MHzﾃﾞｼﾞﾀﾙ無線） ● ■ 栃木県中央公園　 ▲ ● 東京ガス　 ▲ ■ 獨協日光 ■ エフエム栃木

□：衛星携帯（移動系代替） ●

●：防災情報端末
 ● ■ とちぎわんぱく公園　 ▲ ● ＮＴＴ栃木　 ▲ ■ 芳賀日赤 ■ とちぎテレビ　

●

● ▲ ● ＪＲ宇都宮　 ▲ ■ 獨協医大 ■ 芳賀上水道企業団

●

●

▲ 河内支部 ▲ 上都賀支部 ▲ 芳賀支部　 ▲ ● ■ 下都賀支部　 ▲ 塩谷支部　 ▲ 那須支部　 ▲ 南那須支部　 ▲ 安足支部　

▲ 小山庁舎　 ▲ 足利庁舎

● ■ 宇都宮県税 ● ■ 鹿沼県税 ● ■ 真岡県税　 ● ■ 栃木県税　 ● ■ 矢板県税　 ● ■ 大田原県税　 ● ■ 烏山健康　 ● ■ 安足県税　

● 河内農振 ● ■ 県西健康　 ■ 芳賀農振　 ■ 栃木健康　 ● ■ 県南健康　 ■ 矢板環境 ■ 県北環境　 ● ■ 烏山土木　 ■ 県南環境　 ● ■ 安足土木　

● ■ 宇都宮土木 ● ■ 鹿沼土木　 ■ 県東環境　 ● ■ 栃木土木　 ■ 塩那農振　 ● ■ 安足土木（安蘇）　

■ 上都賀農振　 ● ■ 県東健康　 ■ 下都賀農振　 ▲ ● 下水道管理　 ● ■ 矢板土木　 ▲ ● ■ 大田原土木　 ■ 安足農振　 ● ■ 安足健康　

▲ ● ■ 日光土木　 ● ■ 真岡土木　 ■ 矢板健康　

▲ ● ■ 小山市　 ■ 那須農振

▲ ● 航空隊 ▲ ● ■ 今市健康　 ▲ ● 矢板土木ダム　

■ 県西環境　 ▲ ● ■ 真岡市　 ▲ ● ■ 下野市　 ● ■ 県北健康

▲ ● ■ 足利市　

▲ ● ■ 宇都宮市 ▲ ● ■ 鹿沼市　 ▲ ● ■ 日光市　 ▲ ● ■ 益子町　 ▲ ● ■ 栃木市　 ▲ ● ■ 上三川町 ▲ ● ■ 矢板市　 ▲ ● ■ 大田原市　 ▲ ● ■ 那須烏山市　 ▲ ● ■ 佐野市　

▲ ● ■ 足利消防　

▲ ● ■ 宇都宮消防 ▲ ● ■ 鹿沼消防　 ▲ ● ■ 日光消防　 ▲ ● ■ 茂木町　 ▲ ● ■ 栃木消防　 ▲ ● ■ 壬生町 ▲ ● ■ さくら市 ▲ ● ■ 那須塩原市　 ▲ ● ■ 那珂川町　 ▲ ● ■ 佐野消防　

▲ ● ■ 市貝町　 ▲ ● ■ 野木町 ▲ ● ■ 塩谷町　 ▲ ● ■ 那須町 ▲ ● ■ 南那須消防　

▲ ● ■ 芳賀町　 ▲ ● ■ 小山消防　 ▲ ● ■ 高根沢町 ▲ ● ■ 那須地区消防

▲ ● ■ 芳賀消防　 ▲ ● ■ 石橋消防　 ▲ ● ■ 塩谷消防

県民文化課

河川課

会計管理課

経営企画課

総務課

警備第二課

環境森林政策課

保健福祉課

産業政策課

農政課

広報課

県土防災センター

道路保全課

危機管理課

総合政策課

秘書室

財政課

人事課

管財課



 

情報通信-6 被害の認定基準 

災害報告取扱要領（消防庁、令和 5年 5月）より 

被 害 区 分 認 定 基 準 等 

  

人 

 

的 

 

被 

 

害 

死 者 

 当該災害が原因で死亡し、死体を確認したもの又は死体は確認で

きないが、死亡したことが確実なものとする。また、「災害関連死者」

とは、当該災害による負傷の悪化又は避難生活等における身体的負

担による疾病により死亡し、災害弔慰金の支給等に関する法律（昭

和48年法律第82号）に基づき災害が原因で死亡したものと認められ

たもの（実際には災害弔慰金が支給されていないものも含めるが、

当該災害が原因で所在が不明なものは除く。）とする。 

行 方 不 明 者 
 当該災害が原因で所在不明となり、かつ、死亡の疑いのある者と

する。 

重 傷 者 
 当該災害により負傷し、医師の治療を受け、又は受ける必要のあ

る者のうち１か月以上の治療を要する見込みのものとする。 

軽 傷 者 
 当該災害により負傷し、医師の治療を受け、又は受ける必要のあ

る者のうち１か月未満で治療できる見込みのものとする。 

 
※ 「住家」とは現実に居住のため使用している建物をいい、社会

通念上の住家であるかどうかを問わない。 

住 

 

家 

 

被 

 

害 

全 壊 

 住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、

住家全部が倒壊、流失、埋没したもの、又は住家の損壊（ここでい

う「損壊」とは、住家が被災により損傷、劣化、傾斜等何らかの変

化を生じることにより、補修しなければ元の機能を復元し得ない状

況に至ったものをいう。以下同じ。）が甚だしく、補修により元通り

に再使用することが困難なもので、具体的には、住家の損壊若しく

は流出した部分の床面積がその住家の延べ床面積の70%以上に達し

た程度のもの又は住家の主要な構成要素（ここでいう「主要な構成

要素」とは、住家の構成要素のうち造作等を除いたものであって、

住家の一部として固定された設備を含む。以下同じ。）の経済的被害

を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が50%以上

に達した程度のものとする。 

半 壊 

 住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すな

わち、住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる

程度のもので、具体的には、損壊部分がその住家の延べ床面積の20%

以上70%未満のもの、又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家

全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が20%以上50%未

満のものとする。 

一 部 破 損 

 全壊及び半壊にいたらない程度の住家の破損で、補修を必要とす

る程度のものとする（床上浸水及び床下浸水に該当するものを除

く）。ただし、ガラスが数枚破損した程度のごく小さなものは除く。 

床 上 浸 水 

 全壊及び半壊に該当しない場合において、住家の床より上に浸水

したもの及び土砂竹木のたい積により一時的に居住することができ

ないものとする。 



 

被 害 区 分 認 定 基 準 等 

床 下 浸 水 
全壊及び半壊に該当しない場合において、床上浸水にいたらない

程度に浸水したものとする。 

非 

住 

家 

被 

害 

 

「非住家」とは、住家以外の建物でこの報告中他の被害個所項目

に属さないものとする。これらの施設に人が居住しているときは、

当該部分は住家とする。 

非住家被害は、全壊又は半壊の被害を受けたもののみを記入する

ものとする。 

公 共 建 物 
 例えば役場庁舎、公民館、公立保育所等の公用又は公共の用に供

する建物とする。 

そ の 他  公共建物以外の倉庫、土蔵、車庫等の建物とする。 

そ 

 

の 

 

他 

田 の 流 失 、 埋 没 
田の耕土が流失し、又は砂利等のたい積のため、耕作が不能にな

ったものとする。 

田 の 冠 水  稲の先端が見えなくなる程度に水につかったものとする。 

畑の流失、埋没、 

畑 の 冠 水 
 田の例に準じて取り扱うものとする。 

学 校 

 学校教育法（昭和22年法律第26号）第１条に規定する学校をいい、

具体的には、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、

中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校における教育

の用に供する施設とする。 

道 路 
 道路法（昭和27年法律第180号）第２条第１項に規定する道路のう

ち、橋りょうを除いたものとする。 

橋 り ょ う  道路を連結するために河川、運河等の上に架設された橋とする。 

河 川 

 河川法（昭和39年法律第167号）が適用され、若しくは準用される

河川若しくはその他の河川又はこれらのものの維持管理上必要な堤

防、護岸、水利、床止その他の施設若しくは沿岸を保全するために

防護することを必要とする河岸とする。 

港 湾 

港湾法（昭和25年法律第218号）第２条第５項に規定する水域施設、

外かく施設、けい留施設、又は港湾の利用及び管理上重要な臨港交

通施設とする。 

砂 防 

砂防法（明治30年法律第29号）第１条に規定する砂防施設、同法

第３条の規定によって同法が準用される砂防のための施設又は同法

第３条の２の規定によって同法が準用される天然の河岸とする。 

清 掃 施 設 ごみ処理及びし尿処理施設とする。 

鉄 道 不 通  汽車、電車等の運行が不能となった程度の被害とする。 

被 害 船 舶 

 ろかいのみをもって運転する舟以外の舟で、船体が没し、航行不

能になったもの及び流失し、所在が不明になったもの、並びに修理

しなければ航行できない程度の被害を受けたものとする。 

電 話  災害により通話不能となった電話の回線数とする。 



 

被 害 区 分 認 定 基 準 等 

そ 

 

の 

 

他 

電 気 
 災害により停電した戸数のうち最も多く停電した時点における戸

数とする。 

水 道 
 上水道又は簡易水道で断水している戸数のうち最も多く断水した

時点における戸数とする。 

ガ ス 
 一般ガス事業又は簡易ガス事業で供給停止となっている戸数のう

ち最も多く供給停止となった時点における戸数とする。 

ブ ロ ッ ク 塀  倒壊したブロック塀又は石塀の箇所数とする。 

り 災 世 帯 

災害により全壊、半壊及び床上浸水の被害を受け通常の生活を維

持できなくなった生計を一にしている世帯とする。 

例えば寄宿舎、下宿その他これに類する施設に宿泊するもので共

同生活を営んでいるものについては、これを一世帯として扱い、ま

た同一家屋の親子、夫婦であっても、生活が別であれば分けて扱う

ものとする。 

り 災 者  り災世帯の構成員とする。 

火 災 発 生 
火災発生件数については、地震又は火山噴火の場合のみ報告する

ものであること。 

被 

 

 

害 

 

 

金 

 

 

額 

 

 災害中間年報及び災害年報の公立文教施設、農林水産業施設、公

共土木施設及びその他の公共施設については、未査定額（被害見込

額）を含んだ金額を記入する。 

公 共 文 教 施 設  公立の文教施設とする。 

農 林 水 産 業 施 設 

 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律

（昭和25年法律第169号）による補助対象となる施設をいい、具体的

には、農地、農業用施設、林業用施設、漁港施設及び共同利用施設

とする。 

公 共 土 木 施 設 

 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法（昭和26年法律第97号）

による国庫負担の対象となる施設をいい、具体的には、河川、海岸、

砂防施設、林地荒廃防止施設、道路、港湾及び漁港とする。 

その他の公共施設 

 公共文教施設、農林水産業施設及び公共土木施設以外の公共施設

をいい、例えば庁舎、公民館、児童館、都市施設等の公用又は公共

の用に供する施設とする。 

公共施設被害市町村 
 公立文教施設、農林水産業施設、公共土木施設及びその他の公共

施設の被害を受けた市町村とする。 

そ 
 

の 
 

他 

農 産 被 害 
 農林水産業施設以外の農産被害をいい、例えばビニールハウス、

農作物等の被害とする。 

林 産 被 害 
 農林水産業施設以外の林産被害をいい、例えば立木、苗木等の被

害とする。 

畜 産 被 害 
 農林水産業施設以外の畜産被害をいい、例えば家畜、畜舎等の被

害とする。 

水 産 被 害 
 農林水産業施設以外の水産被害をいい、例えば、のり、漁具、漁

船等の被害とする。 



 

被 害 区 分 認 定 基 準 等 

被

害

金

額 

そ

の

他 

商 工 被 害 
建物以外の商工被害で、例えば工業原材料、商品、生産機械器具等

とする。 

商 工 被 害 
 建物以外の商工被害で、例えば、工業原材料、商品、生産機械器

具等とする。 

備 考 

備考欄には、災害発生場所、災害発生年月日、災害の種類及び概

況、消防機関の活 動状況その他について簡潔に記入するものとす

る。 

 



栃木県火災・災害等即報要領 

第１ 総 則 

１  趣 旨 

この要領は、火災・災害等に関する即報について、その形式及び方法を定めるものとする。 

２  火災・災害等の定義 

「火災・災害等」とは、火災、災害及びその他の事故をいう。 

なお、本要領における用語の定義については、本要領に特別の定めのない限り「火災報告取扱

要領(平成６年４月２１日付消防災第１００号)」「災害報告取扱要領(昭和４５年４月１０日付消

防防第２４６号)」「救急事故等報告要領(平成６年１０月１７日付消防救第１５８号)」の定める

ところによる。 

３  報告手続 

(1)  ｢第２ 即報基準｣に該当する火災又は事故（(1)において「火災等」という。）が発生した場

合は、原則として当該火災等の発生した地域に属する消防本部(局)が、火災等に関する即報を

県へ報告するものとする。 

ただし、火災等が発生した地域が２以上の消防本部(局)にまたがる場合又は火災等が発生し

た地域の属する消防本部(局)と当該火災等について、主として応急措置（火災の防御、救急業

務、救助活動、事故の処理等）を行った消防本部(局)が異なる場合は、当該火災等について主

として応急措置を行った消防本部(局)又はこれらの火災等があったことの報告を受けた消防

本部(局)が報告するものとする。 

(2)  ｢第２ 即報基準｣に該当する災害が発生した場合（災害が発生するおそれが著しく大きい場

合を含む。以下同じ。）には、原則として当該災害が発生し、又はそのおそれがある地域の属す

る市町は、災害に関する即報について県へ報告をするものとする。 

(3)  ｢第２ 即報基準｣に該当する火災・災害等が発生した場合は、県は、市町又は消防本部(局)

からの報告及び自ら収集した情報等を整理し、火災・災害等に関する即報について消防庁へ報

告をするものとする。 

(4)  ｢第３ 直接即報基準｣に該当する火災・災害等が発生した場合は、市町又は消防本部(局)は、

第１報を県と消防庁へ報告をするものとする。この場合において、消防庁長官から要請があっ

た場合は、市町又は消防本部(局)は、第１報後の報告を引き続き消防庁に対しても行うものと

する。 

(5)  市町又は消防本部(局)は、報告すべき火災・災害等を覚知したときは、迅速性を最優先とし

て可能な限り早く（原則として、覚知後３０分以内）、分かる範囲でその第１報の報告をするも

のとし、以後、各即報様式に定める事項について、判明したもののうちから逐次報告をするも

のとする。県は、市町又は消防本部(局)からの報告を入手後、速やかに消防庁へ報告するとと

もに、市町又は消防本部(局)からの報告を待たずして情報を入手したときは、直ちに消防庁へ

報告するものとする。 

４  報告方法及び様式 

火災・災害等の即報にあたっては、県が消防庁に報告する場合及び市町又は消防本部(局)が直

接消防庁に報告する場合は、原則として(1)の区分に応じた様式により、電子メールで報告するも

のとする。ただし、電子メールが使用不能になるなど当該方法による報告ができない場合には、

迅速性を最優先とし、電話等通信可能な方法による報告に代えることができるものとする。なお、

報告に万全を期すため、特に第１報においては、要求されない場合を除き、様式を送信した後電

話にて報告した旨伝えるものとする。また、第１報以後の報告については、各様式で報告が求め

られている項目が記載された既存資料（県、市町又は消防本部(局)が独自に作成した資料や災害

対策本部会議で使用された資料など）による報告に代えることができるものとする。 

市町及び消防本部(局)が県へ報告する場合は、原則として栃木県防災情報システム端末からの

入力により報告するものとする。また、画像情報を送信できる市町及び消防本部(局)は、(2)によ

り被害状況等の画像情報を送信するものとする。 

ただし、消防機関等への通報が殺到した場合又は栃木県防災情報システム端末等が使用不能な

場合で当該方法による報告ができない場合には、迅速性を最優先とし、電話等通信可能な方法に

よる報告に代えることができるものとする。 
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 (1)  様式 

ア  火災等即報・・・・・・第１号様式及び第２号様式 

火災及び特定の事故（火災の発生を伴うものを含む。）を対象とする。 

特定の事故とは、危険物等に係る事故、原子力災害及び可燃性ガス等の爆発、漏えい等の

事故とする。 

なお、火災（特定の事故を除く。）については第１号様式、特定の事故については第２号様

式により報告をすること。 

イ  救急・救助事故・武力攻撃災害等即報・・・・・・第３号様式 

救急事故及び救助事故並びに武力攻撃災害及び緊急対処事態における災害を対象とする。

なお、火災等即報を行うべき火災及び特定の事故に起因して生じた救急事故等については 

第３号様式による報告を省略することができる。ただし、消防庁長官又は知事から特に求め

られたものについては、この限りではない。 

ウ  災害即報・・・・・・第４号様式 

災害を対象とする。なお、災害に起因して生じた火災又は事故については、ア 火災等即

報、イ 救急・救助事故等即報を省略することができる。ただし、消防庁長官又は知事から

特に求められたものについては、この限りではない。 

(2)  画像情報の送信 

防災行政ネットワーク、地域衛星通信ネットワーク等を活用して画像情報を送信できる市

町及び消防本部(局)（応援団体含む。）は、原則として次の基準に該当する火災・災害等が発

生したときは、静止画像電送装置等を用いて速やかに被害状況等の画像情報を送信するもの

とする。 

ア  ｢第３ 直接即報基準｣に該当する火災・災害等 

イ  被災市町の対応のみでは十分な対策を講じることが困難な火災・災害等 

ウ  報道機関に大きく取り上げられる等社会的影響が高い火災・災害等（テレビのニュース速

報のテロップ又はテレビ・新聞等のマスコミの全国版のニュースにて報道される火災・災害

等をいう。以下同じ。） 

エ  上記に定める火災・災害等に発展するおそれがあるもの 

５  報告に際しての留意事項 

(1) 市町又は消防本部(局)は、 ｢第２ 即報基準｣又は「第３ 直接即報基準」に該当する火災・

災害等か判断に迷う場合には、できる限り広く報告をするものとする。 

(2)  市町又は消防本部(局)は、自らの対応力のみでは十分な災害対策を講じることが困難な

火災・災害等が発生したときは、速やかにその規模を把握するための概括的な情報の収集

に特に配意し、迅速な報告に努めるものとする。 

      また、県は、通信手段の途絶等が発生し、区域内の市町及び消防本部(局)が報告を行う

ことが十分にできないと判断する場合等にあっては、調査のための職員派遣、ヘリコプタ

ー等の機材や各種通信手段の効果的活用等、あらゆる手段を尽くして、被害情報等の把握

に努めるものとする。 

(3)  県は、被害状況等の把握にあたり、県警察本部等関係機関と密接な連携を保つものとする。 

     特に、人的被害の数（死者・行方不明者）については、県が一元的に集約、調整を行うも

のとする。その際、県は、関係機関が把握している人的被害の数について積極的に収集し、

当該情報が得られた際は、関係機関と連携のもと、整理・突合・精査を行い、直ちに消防庁

へ報告をするものとする。 

(4)  市町及び消防本部(局)は、情報の共有化を図るため相互に連携を保つものとする。 

(5)  市町又は消防本部(局)は、県に報告をすることができない場合は、一時的に報告先を消

防庁に変更するものとする。この場合において、県と連絡がとれるようになった後は、県に

報告をするものとする。 

(6)  上記(1)から(5)にかかわらず、災害等により消防機関への通報が殺到した場合には、    

市町又は消防本部(局)はその状況を直ちに消防庁及び県に対し報告するものとする。 

(7)  消防庁報告にあたっては「火災・災害等即報要領(昭和５９年１０月１５日付消防災第２

６７号)」により行うものとする。 



(8)  県及び消防庁に報告を行うにあたっての連絡先は別表１のとおりとする。 

 

第２  即報基準 

火災・災害等即報を報告すべき火災・災害等は次のとおりとする。 

１  火災等即報 

(1)  一般基準 

火災等即報については、次のような人的被害を生じた火災及び事故（該当するおそれがある

場合を含む。）等について報告をすること。 

ア 死者が３人以上生じたもの 

イ 死者及び負傷者の合計が１０人以上生じたもの 

ウ 自衛隊に災害派遣を要請したもの 

(2)  個別基準 

次の火災及び事故については、上記(1)の一般基準に該当しないものであっても、それぞれ各

項に定める個別基準に該当するもの（該当するおそれがある場合を含む。）について報告をす

ること。 

ア 火災 

（ア）建物火災 

(a)  特定防火対象物で死者の発生した火災 

(b)  高層建築物の１１階以上の階、地下街又は準地下街において発生した火災で利用者等

が避難したもの 

(c)  大使館・領事館及び国指定重要文化財の火災 

(d) 特定違反対象物の火災 

(e) 建物焼損延べ面積３,０００平方メートル以上と推定される火災 

(f) 他の建築物への延焼が１０棟以上又は気象状況等から勘案して概ね１０棟以上になる

見込みの火災 

(g)  損害額１億円以上と推定される火災 

(h)  公の施設（官公署、学校、県営住宅等） 

（イ）林野火災 

(a)  焼損面積１０ヘクタール以上と推定されるもの 

(b)  空中消火を要請又は実施したもの 

(c)  住宅等へ延焼するおそれがあるもの 

(d)  火災現場と送電線・配電線が近距離にあるもの 

（ウ）交通機関の火災 

(a)  航空機火災 

(b)  船舶火災であって社会的影響度の高いもの 

(c)  トンネル内車両火災 

(d)  列車火災 

（エ）その他 

以上に掲げるもののほか、特殊な原因による火災、特殊な態様の火災等 

（例示）消火活動を著しく妨げる毒性ガスの放出を伴う火災 

イ 危険物等に係る事故 

危険物、高圧ガス、可燃性ガス、毒物、劇物、火薬等（以下「危険物等」という。）を貯蔵し、

又は取り扱う施設及び危険物等の運搬に係る事故で、次に掲げるもの 

(ア)  死者（交通事故によるものを除く。）又は行方不明者が発生したもの 

(イ)  負傷者が５名以上発生したもの 

(ウ)  周辺地域の住民等が避難行動を起こしたもの又は爆発により周辺の建物等に被害を及

ぼしたもの 

(エ)  ５００キロリットル以上のタンクの火災、爆発又は漏えい事故 

(オ)  湖沼・河川への危険物等流出事故 

(カ)  高速道路上等におけるタンクローリー事故に伴う火災・危険物等の漏えい事故 



ウ 原子力災害等 

(ア) 放射性物質を輸送する車両において、火災の発生したもの及び核燃料物質等の運搬中に

事故が発生した旨、原子力事業者等から消防機関に通報があったもの 

(イ)  放射性同位元素等取扱事業所に係る火災であって、放射性同位元素又は放射線の漏え

いがあったもの 

エ その他特定の事故 

可燃性ガス等の爆発、漏えい及び異臭等の事故であって、社会的に影響度が高いと認められ

るもの 

   オ 消防職員及び消防団員の消火活動等に伴う重大事故 

(3)  社会的影響基準 

(1)一般基準、(2)個別基準に該当しない火災・事故であっても、報道機関に大きく取り上げら

れる等社会的影響度が高いと認められる場合には報告すること。 

（例示）施設等で多数の人が避難したもの 

２  救急・救助事故即報 

救急・救助事故については、次に該当する事故（該当するおそれがある場合を含む。）について

報告をすること。 

(1)  死者５人以上の救急事故 

(2)  死者及び負傷者の合計が１５人以上の救急事故 

(3)  要救助者が５人以上の救助事故 

(4)  覚知から救助完了までの所要時間が５時間以上の救助事故 

(5) 消防防災ヘリコプター、消防用自動車等に係る重大事故 

(6) 消防職員及び消防団員の救急・救助活動に伴う重大事故 

(7) 自衛隊に災害派遣を要請したもの 

(8)  上記(1)から(7)に該当しない救急・救助事故であっても、報道機関に大きく取り上げられる

等社会的影響度が高い救急・救助事故（社会的影響度が高いと判明した時点での報告を含む。） 

（例示）・列車、航空機、船舶に係る救急・救助事故 

・バスの転落による救急・救助事故 

・ハイジャックによる救急・救助事故 

・不特定又は多数の者が利用する建築物及び遊戯施設における設備等において発生し

た救急・救助事故 

・全国的に流通している食品の摂取又は製品の利用による事故で、他の地域において

同様の事案が発生する可能性があり、消費者安全の観点から把握されるべき救急・

救助事故 

３  武力攻撃災害等即報 

武力攻撃災害等については、次の災害による火災・災害等（該当するおそれがある場合を含む。）

について報告をすること。 

 (1)  武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（平成１６年法律第１１２号。

以下「国民保護法」という。）第２条第４項に規定する災害、すなわち武力攻撃により直接又は

間接に生ずる人の死亡又は負傷、火事、爆発、放射性物質の放出その他の人的又は物的災害 

(2) 国民保護法第１７２条第１項に規定する緊急対処事態における災害、すなわち武力攻撃    

に準ずる攻撃により直接又は間接に生ずる人の死亡又は負傷、火事、爆発、放射性物質の放出

その他の人的又は物的被害 

４  災害即報 

災害即報については、次の基準に該当する災害（該当するおそれがある場合を含む。）について

報告をすること。 

(1)  一般基準 

ア  災害救助法の適用基準に合致するもの 

イ  市町が災害対策本部を設置したもの 

ウ  災害が２市町以上にまたがるもので、１市町における被害は軽微であっても県域で見た場合

に同一災害で大きな被害が生じているもの 



（例示）台風、豪雨、豪雪 

  エ 気象業務法第１３条の２に規定する大雨、火山噴火等に係る特別警報が発表されたもの 

  オ 自衛隊に災害派遣を要請したもの 

(2)  個別基準 

  次の災害については(1)の一般基準に該当しないものにあっても、それぞれ各項に定める個別基準

に該当するもの（該当するおそれがある場合を含む。）について報告をすること。 

ア  地震 

(ｱ) 当該市町の区域内で震度５弱以上を記録したもの 

(ｲ) 人的被害又は住家被害を生じたもの 

イ  風水害 

(ｱ)  崖崩れ、地すべり、土石流等により、人的被害又は住家被害を生じたもの 

(ｲ)  洪水、浸水、河川の溢水、堤防の決壊等により、人的被害又は住家被害を生じたもの 

(ｳ)  台風、豪雨により、人的被害又は住家被害を生じたもの 

(ｴ)  強風、竜巻などの突風等により、人的被害又は住家被害を生じたもの 

ウ  雪害 

(ｱ)  積雪、雪崩等により、人的被害又は住家被害を生じたもの 

(ｲ)  積雪、道路凍結、雪崩等により、孤立集落を生じたもの 

エ 火山災害 

(ｱ)  噴火警報（火口周辺）が発表されたもの 

(ｲ)  火山の噴火により、人的被害又は住家被害を生じたもの 

(3)  社会的影響基準 

(1)一般基準、(2)個別基準に該当しない災害であっても、報道機関に大きく取り上げられる

等社会的影響度が高いと認められる場合には報告をすること。 

 

第３ 直接即報基準 

市町又は消防本部(局)は、特に迅速に消防庁に報告すべき次の基準に該当する火災・災害等（該当

するおそれがある場合を含む。）については、直接消防庁に報告するものとする。 

１  火災等即報 

(1) 交通機関の火災 

第２の１の(2)のアの（ウ）に同じ。 

(2) 危険物等に係る事故 

ア  第２の１の(2)のイの（ア）、（イ）に同じ 

イ  危険物等を貯蔵し、又は取り扱う施設の火災・爆発事故で、当該工場等の施設内又は周辺で、

５００平方メートル程度以上の区域に影響を与えたもの 

ウ  危険物等を貯蔵し、又は取り扱う施設からの危険物等の漏えい事故で、次に該当するもの 

(ｱ) 湖沼・河川へ危険物等が流出し、防除・回収等の活動を要するもの 

(ｲ) ５００キロリットル以上のタンクからの危険物等の漏えい等 

エ  市街地又は高速道路上等におけるタンクローリーの事故に伴う漏えいで付近住民の避難、道

路の全面通行禁止等の措置を要するもの 

オ  市街地又は高速道路上において発生したタンクローリーの火災 

(3) 原子力災害等 

第２の１の(2)のウに同じ。 

(4) ホテル、病院、映画館、百貨店において発生した火災 

(5) 爆発・異臭等の事故であって、報道機関に大きく取り上げられる等社会的影響度が高いもの

（武力攻撃事態等又は緊急対処事態への発展の可能性があるものを含む。） 

２  救急・救助事故即報 

死者及び負傷者の合計が１５人以上発生した救急・救助事故で次に掲げるもの 

(1) 列車、航空機、船舶の衝突、転覆等による救急・救助事故 

(2) バスの転落等による救急・救助事故 

(3) ハイジャックによる救急・救助事故 



(4)  映画館、百貨店、駅構内等不特定多数の者が集まる場所における救急･救助事故 

(5)  その他報道機関に大きく取り上げられる等社会的影響度が高いもの 

３  武力攻撃災害等即報 

  第２の３の(1)、(2)に同じ。 

４  災害即報 

(1) 地震が発生し、当該市町の区域内で震度５強以上を記録したもの（被害の有無を問わない。） 

(2) 第２の４の(2)のイ、エのうち、死者又は行方不明者が生じたもの 

 

第４ 記入要領 

第１号、第２号、第３号及び第４号様式の記入要領は、次に定めるもののほか、それぞれの報告要

領（「火災報告取扱要領」「災害報告取扱要領」「救急事故等報告要領」）の定めるところによる。 

 

＜火災等即報＞ 

１  第１号様式（火災） 

(1)  火災種別 

「火災の種別」の欄中、該当するものの記号を○で囲むこと。 

(2)  消防活動状況 

当該火災の発生した地域の消防機関の活動状況のほか、他の消防機関への応援要請及び消防

機関による応援活動の状況についても記入すること。 

(3)  救急・救助活動状況 

報告時現在の救助活動の状況、救助人員の有無、傷病者の搬送状況等について記入すること 

（消防機関等による応援活動の状況を含む。）。 

(4)  災害対策本部等の設置状況 

当該火災に対して、市町が災害対策本部、現地災害対策本部、事故対策本部等を設置した場

合は、その設置及び廃止の日時を記入すること。 

(5)  その他参考事項 

次の火災の場合には、「その他参考事項」欄に、各項に掲げる事項を併せて記入すること。 

ア  死者３人以上生じた火災 

(ｱ)  死者を生じた建物等（建物、車両、船舶等をいう。(ｱ)において同じ。）の概要 

ａ 建物等の用途、構造及び周囲の状況 

ｂ 建物等の消火設備、警報設備、避難設備、防火管理者の有無及びその管理状況並びに予

防査察の経過 

(ｲ)  火災の状況 

ａ 発見及び通報の状況 

ｂ 避難の状況 

イ  建物火災で個別基準の(e)、(f)又は(g)のいずれかに該当する火災 

(ｱ)  発見及び通報の状況 

(ｲ)  延焼拡大の理由 

ａ消防事情 ｂ都市構成 ｃ気象条件 ｄその他 

(ｳ)  焼損地域名及び主な焼損建物の名称 

(ｴ)  り災者の避難保護の状況 

(ｵ)  市町及び消防本部(局)の応急対策の状況（他の地方公共団体の応援活動を含む。） 

ウ  林野火災 

(ｱ) 火災概況（火勢、延焼の状況、住家への影響、避難の状況等） 

 ※必要に応じて図面を添付する。 

(ｲ) 林野の植生 

(ｳ) 自衛隊の派遣要請、出動状況 

(ｴ) 空中消火の実施状況（出動要請日時、消火活動日時、機種、所属、機数等） 

エ  交通機関の火災 

(ｱ) 車両、船舶、航空機等の概要 



(ｲ) 焼損状況、焼損程度 

２  第２号様式（特定の事故） 

(1)  事故名（表頭）及び事故種別 

特定の事故のうち「事故名」及び「事故種別」の欄中、該当するものの記号を○で囲むこと。 

(2)  事業所名 

「事業所名」は「○○（株）○○工場」のように、事業所の名称のすべてを記入すること。 

(3)  覚知日時及び発見日時 

「覚知日時」は消防機関が当該事故を覚知した日時を、「発見日時」は事業者が当該事故を発

見した日時を記入すること。 

(4)  物質の区分及び物質名 

事故の発端となった物質で、欄中、該当するものの記号を○で囲み、物質の化学名を記入す

ること。 

なお、当該物質が消防法（昭和２３年法律第１８６号）で定める危険物である場合には、危

険物の類別及び品名について記入すること。 

(5)  施設の区分 

欄中、該当するものの記号を○で囲むこと。 

(6)  施設の概要 

「○○と××を原料とし、触媒を用いて＊＊製品を作る△△製造装置」のように記入すること。

なお、当該施設が危険物施設である場合には、危険物施設の区分（製造所等の別）について 

も記入すること。 

(7)  事故の概要 

事故発生に至る経緯、態様、被害の状況等を記入すること。 

(8)  消防防災活動状況及び救急救助活動状況 

防災本部、消防機関及び自衛防災組織等の活動状況並びに市町の応急対策状況を記入するこ

と。また、他の消防機関等への応援要請及び消防機関等による応援活動の状況についても記入

すること。 

(9)  災害対策本部等の設置状況 

当該事故に対して、市町が災害対策本部、現地災害対策本部、事故対策本部等を設置した場

合には、その設置及び廃止の日時について記入すること。 

(10) その他参考事項 

以上のほか、特記すべき事項があれば記入すること。 

（例示）自衛隊の派遣要請、出動状況 

(11)  原子力災害等の場合 

ア  原子力災害等が発生するおそれがある場合には、「発生」を「発生のおそれ」に読み替え

ること。 

イ  原子力災害等による死傷者については、「負傷者」を「負傷者」「被ばく者」「汚染者」に

区分して記入すること。 

ウ  その他参考事項として、付近住民の避難、屋内避難及び安定ヨウ素剤服用の状況等を記入

すること。 

 

＜救急・救助事故・武力攻撃災害等即報＞ 

３  第３号様式（救急・救助事故・武力攻撃災害等） 

(1)  事故災害種別 

「事故災害種別」の欄中、該当するものの記号を○で囲むこと。 

(2)  事故等の概要 

「事故等の概要」は、発生した事故等の種別、概略、経過等を記入すること。 

(3)  死傷者等 

ア  「死傷者等」には急病人等を含む。 

イ  「不明」とは行方不明等所在が判明しないものをいう。 

(4)  救助活動の要否 



救助活動を要する又は要した事故であるか否かを記入すること。 

(5)  要救護者数（見込） 

救助する必要がある者（行方不明者あるいは救助の要否が不明の者を含む。）で、未だ救助さ

れていない者の数を記入すること。 

また「救助人員」は、報告時点で救助が完了した者の数を記入すること。 

(6)  消防・救急・救助活動の状況 

出動した消防隊、救急隊、救助隊等（応援出動したものを含む。）について、所属消防本部(局)

名、隊数、人員、出動車両数等を記入するとともに、傷病者の搬送状況等活動の状況について

記入すること。 

(7)  災害対策本部等の設置状況 

当該事故に対して、市町が災害対策本部、現地災害対本部、事故対策本部等を設置した場合

には、その設置及び廃止の日時について記入すること。 

(8)  その他参考事項 

以上のほか、応急措置等について特記すべき事項があれば記入すること。 

（例示）・市町、その他関係機関の活動状況 

   ・避難指示の発令状況 

   ・避難所の設置状況 

     ・自衛隊の派遣要請、出動状況 

   ・ＮＢＣ検知結果（剤の種類、濃度等） 

   ・被害の要因（人為的なもの） 

     不審物（爆発物）の有無 

     立てこもりの状況（爆弾、銃器、人物等） 

 

＜災害即報＞ 

４  第４号様式 

(1) 第４号様式（その１）（災害概況即報） 

災害の具体的な状況、個別の災害現場の概況等を報告する場合や災害の当初の段階で被害状

況が十分把握できていない場合（例えば、地震時の第１報で、死傷者の有無、火災の発生の有

無等を報告する場合）は本様式を用いること。 

ア  災害の概況 

(ｱ)  発生場所・発生日時 

当該災害が発生した具体的地名（地域名）及び日時を記入すること。 

(ｲ)  災害種別概況 

ａ 風水害については、降雨の状況及び河川のはん濫、溢水、崖崩れ、地すべり、土石流等の

概況 

ｂ 地震については、地震に起因して生ずる火災、液状化、崖崩れ等の概況 

ｃ 雪害については、降雪の状況並びに雪崩、溢水等の概況 

ｄ 火山噴火については、噴火の状況及び溶岩流、泥流、火山弾、火山灰等の概況 

ｅ その他これらに類する災害の概況 

イ  被害の状況 

当該災害により生じた被害の状況について、判明している人的被害及び住家被害に重点を置

いて記入すること。 

 １１９番通報の件数を記入する欄については、第３ 直接即報基準に該当する災害において、市町

又は消防本部(局)から消防庁に直接報告をする際に記入すること。 

 なお、１１９番通報件数については、災害対応の初動段階において、災害の規模を推察する上で重

要な情報となるため、集計が困難な場合は、入電の多寡について可能な限り報告をすること。 

ウ  応急対策の状況 

 (ｱ) 当該災害に対して、災害対策本部、現地災害対策本部、事故対策本部等（以下、「災害対策本

部等」という。）を設置した場合には、その設置及び廃止の日時を記入すること。 

なお、複数の市町で災害対策本部等を設置するなど、当該欄に記入できない場合には、任



意の様式を用いて報告をすること。 

また、庁舎被害等の発生に起因して、予定された場所以外に災害対策本部等が設置されるなど特記

すべき事象がある場合は、その旨を併せて記入すること。 

(ｲ) 消防機関等の活動状況については、地元消防本部(局)、消防団、消防防災ヘリコプター、

消防組織法第３９条に基づく応援消防本部等について、その出動規模、活動状況等をわかる

範囲で記入すること。 

(ｳ) 自衛隊の災害派遣要請を行った場合には、その日時及び内容を記入すること。 

(ｴ) その他市町が講じた応急対策については、避難所の設置状況、他の地方公共団体への応

援要請等について記入すること。 

 また、大雨、火山噴火等に係る特別警報が発表された場合などにおいては、警報の伝達、避難指示

等の発令状況等の警戒・避難対策について記入すること。なお、避難指示等の発令状況につ

いては、第４号様式（その１）別紙を用いて報告すること。 

(2) 第４号様式（その２）（被害状況即報） 

  管内の被害状況や避難に関する状況等を把握できる段階に至った場合、本様式を用いること。 

ア  各被害欄 

原則として、報告の時点で判明している最新の数値を記入する。ただし、被害額については、

省略することができる。 

なお「水道」「電話」「電気」「ガス」については、それぞれ報告時点における断水戸数、通話

不能回線数、停電戸数及び供給停止戸数を記入すること。 

イ  災害対策本部等の設置状況 

当該災害に対して、市町が災害対策本部、現地災害対策本部、事故対策本部等を設置した場

合には、その設置及び廃止の日時について記入すること。 

ウ  災害救助法適用市町名 

市町毎に、適用日時を記入すること。 

エ  災害の概況 

災害の概況欄には次の事項を記入すること。 

(ｱ)  災害の発生場所 

被害を生じた市町名又は地域名 

(ｲ)  災害の発生日時 

被害を生じた日時又は期間 

(ｳ)  災害の種類、概況 

台風、豪雨、豪雪、洪水、地震等の種別、災害の経過、今後の見通し等 

(ｴ)  応急対策の状況 

消防機関等の活動状況について記入するとともに、自衛隊の災害派遣要請を行った場合に

はその日時及び内容を記入すること。 

また、その他の欄については、避難所の設置状況、災害ボランティアの活動状況等を記入

すること。 

 

附  則 

この要領は、平成  ２年  ５月１５日から施行する。 

この要領は、平成  ７年  １月１７日から施行する。 

この要領は、平成  ８年  ５月１５日から施行する。 

この要領は、平成１２年  ２月１５日から施行する。 

この要領は、平成１２年１２月  １日から施行する。 

この要領は、平成１５年  ６月２７日から施行する。 

この要領は、平成１５年１０月１５日から施行する。 

この要領は、平成１６年 ３月 １日から施行する。 

この要領は、平成１６年１１月 １日から施行する。 

この要領は、平成１８年 ３月２０日から施行する。 

この要領は、平成１９年 ３月３１日から施行する。 



この要領は、平成２０年 ４月 １日から施行する。 

この要領は、平成２０年 ５月 １日から施行する。 

この要領は、平成２０年 ９月 ９日から施行する。 

この要領は、平成２１年 ３月２３日から施行する。 

この要領は、平成２２年 ３月２９日から施行する。 

この要領は、平成２４年 ３月３０日から施行する。 

この要領は、平成２４年 ５月３１日から施行する。 

この要領は、平成２７年 ４月 １日から施行する。 

この要領は、平成３０年 ４月 １日から施行する。 

この要領は、令和 元年 ６月１４日から施行する。 

この要領は、令和 ３年 ６月 ８日から施行する。 

この要領は、令和 ５年 ４月 １日から施行する。 



別表１  連絡先 

県 終日 

危機管理

防災局 
危機 

管理課 
及び 
消防 

防災課 

防災行政 
ネットワーク 

電話 発信特番－５００－２１３６ 

ＦＡＸ 発信特番－５００－２１４６ 

ＮＴＴ回線 

電話 ０２８－６２３－２１３６ 

ＦＡＸ ０２８－６２３－２１４６ 

消
防
庁 

勤務時間内 
（平日９時３０分

～ 

１８時１５分） 

応急 

対策室 

ＮＴＴ回線 
電話 ０３－５２５３－７５２７ 

ＦＡＸ ０３－５２５３－７５３７ 

地域衛星 
ネットワーク 

電話 
発信特番－０４８－５００－９０－ 
４９０１３ 

ＦＡＸ 
発信特番－０４８－５００－９０－ 
４９０３３ 

勤務時間外 宿直室 

ＮＴＴ回線 
電話 ０３－５２５３－７７７７ 

ＦＡＸ ０３－５２５３－７５５３ 

地域衛星 
ネットワーク 

電話 
発信特番－０４８－５００－９０－ 

４９１０２ 

ＦＡＸ 
発信特番－０４８－５００－９０－ 
４９０３６ 



第１号様式（火災）                               第      報 

送付先：栃木県危機管理防災局危機管理課・消防防災課 
報告日時 年  月  日  時 分 

 
終 日  

⇒NW-FAX 発信特番-500-2146 
NTT-FAX 028-623-2146 

市町 
(消防本部名) 

 第１報についてはＦＡＸ送付した旨電話にて報告して下さい。 
(NW-TEL 発信特番-500-2136/NTT-TEL 028-623-2136） 

（月日時分現在） 
報告者名 （℡） 

※ 特定の事故を除く。 

火災種別 １ 建物 ２ 林野 ３ 車両 ４ 船舶 ５ 航空機 ６ その他 

出火場所  
栃木県防災
情報マップ 

6-  , -    
(英字)（数字） 

出火日時 
（覚知日時） 

    月  日  時  分 
（  月  日  時  分） 

（鎮圧日時） 
鎮火日時 

（   月  日  時  分） 
    月  日  時  分 

火元の業態・ 
用    途 

 
事業所名 

（代表者氏名） 

 

出火箇所  出火原因  

死傷者 

死者（性別・年齢）     人 
負傷者 重 症人 
中等症人 
軽 症人 

死者の生じた 
理    由 

 

建物の概要 
構造                建築面積                ㎡ 
階層                延べ面積                ㎡ 

焼損程度 
焼損 
棟数 

全 焼  棟 
半 焼棟 
部分焼棟 
ぼ や棟 

計  棟 焼損面積 
建物焼損床面積㎡ 
建物焼損表面積㎡ 
林野焼損面積   ㏊ 

り災世帯数              世帯 気象状況  

消防活動状況 
消防本部（署）              台         人 
消 防 団                  台         人 
その他（消防防災ヘリコプター等）     台・機       人 

救急・救助 
活動状況 

 

災害対策本部等
の設置状況 

 
 

その他参考事項 
 
 
 
 
 
 
 
 
（注）第１報については、迅速性を最優先とし可能な限り早く（原則として、覚知後 30分以内）分かる範囲で記載して

報告すること。 （確認がとれていない事項については、確認がとれていない旨（「未確認」等）を記入して報告

すれば足りること。） 

 



第２号様式（特定の事故）                            第      報 

送付先：栃木県危機管理防災局危機管理課・消防防災課 
報告日時 年  月  日  時分 

 
終 日  

⇒NW-FAX 発信特番-500-2146 
NTT-FAX 028-623-2146 

市町 
(消防本部名) 

 第１報についてはＦＡＸ送付した旨電話にて報告して下さい。 
(NW-TEL 発信特番-500-2136/NTT-TEL 028-623-2136） 

事故名 
１ 危険物等に係る事故 
２ 原子力施設等に係る事故  
３ その他特定の事故 

報告者名 （℡） 

（月日時分現在） 

事故種別 １ 火災 ２ 爆発 ３ 漏えい ４ その他（    ） 

発生場所  

事業所名  

発生日時 
（覚知日時） 

月  日  時  分 
（  月  日  時  分） 

発見日時 月  日  時  分 

鎮火日時 
（処理完了） 

    月  日  時  分 

消防覚知方法  気象状況  

物質の区分 
1.危険物 2.指定可燃物 3.高圧ガス 4.可燃性ガス 
5.毒劇物 6.RI等 7.その他（       ） 

物 質 名  

施設の区分 1.危険物施設 2.高危混在施設 3.高圧ガス施設 4.その他（        ） 

施設の概要 
 危険物施設 

の区分 
 

事故の概要 

 

死傷者 

死者（性別・年齢）     人 負傷者等      人（    人） 
  重 症人（    人） 
中等症人（    人） 
軽 症人（    人） 

消 防 防 災      
活 動 状 況      
及   び      
救急･救助      
活 動 状 況      

 出場機関 出場人員 出場資機材 
事 
業 
所 

自衛防災組織  人  
共同防災組織 人  

その他 人  

消防本部（署） 
      台 
人 

 

消防団 
台 
人 

 

消防防災ヘリコプター 
機 
人 

 

海上保安庁 人  
警戒区域の設定  月 日 時 分 
使用停止命令月 日 時 分 

自衛隊 人  
その他 人  

災害対策本部等 
の設置状況 

 
 

その他参考事項 
 
 
 
 
 
 
（注）第１報については、迅速性を最優先とし可能な限り早く（原則として、覚知後 30分以内）分かる範囲で記載して

報告すること。 （確認がとれていない事項については、確認がとれていない旨（「未確認」等）を記入して報告

すれば足りること。） 



第３号様式（救急・救助事故・武力攻撃災害等）                    第      報 

送付先：栃木県危機管理防災局危機管理課・消防防災課 
報告日時 年月日時分 

 
終 日  

⇒NW-FAX 発信特番-500-2146 
NTT-FAX 028-623-2146 

市町 
(消防本部名) 

 ※第１報についてはＦＡＸ送付した旨電話にて報告して下さい。 
（NW-TEL 発信特番-500-2136/NTT-TEL 028-623-2136） 

 
報告者名 （℡） 

（月日時分現在） 

事故災害種別 １ 救急事故  ２ 救助事故  ３ 武力攻撃災害  ４ 緊急対処事態における災害 

発生場所  

発生日時 
（覚知日時） 

月  日  時  分 
（  月  日  時  分） 

覚知方法  

事故等の概要 

 

死傷者 

死者（性別・年齢） 
 
 
  計人 

負傷者等          人（    人） 
 
  重 症人（    人） 
中等症人（    人） 
軽 症人（    人） 

不明  人 

救助活動の要否 
 

要救護者数（見込）  救助人員  

消防･救急･救助 
活動状況 

 

災害対策本部等 
の設置状況 

 

その他参考事項 
 
 
 
 
 
（注）負傷者等欄の(   )書きは、救急隊による搬送人員を内書きで記入すること。 

（注）第１報については、迅速性を最優先とし可能な限り早く（原則として、覚知後 30分以内）分かる範囲で記載して

報告すること。（確認がとれていない事項については、確認がとれていない旨（「未確認」等）を記入して報告すれ

ば足りること。） 

 



第４号様式（その１）〔災害概況即報〕                 第      報 

送付先：栃木県危機管理防災局危機管理課・消防防災課 
報告日時  年 月 日  時  分 

 
終 日  

⇒NW-FAX 発信特番-500-2146 
NTT-FAX 028-623-2146 市町 

(消防本部名) 
 

※第１報についてはＦＡＸ送付した旨電話にて報告して下さい。 
【県から要求した場合は除く】 

(NW-TEL 発信特番-500-2136/NTT-TEL 028-623-2136） 報告者名 （℡） 

（ 月 日 時 分現在） 

災 
害 
の 
概 
況 

発生場所  発生日時 月  日  時  分  

 

被 
 
害 
 
の 
 
状 
 
況 

 
 

人的 
被害 

死者  人 
重傷  人 

住家 
被害 

全壊  棟 床上浸水  棟 

 
うち 

災害関連死者 
 人 半壊  棟 床下浸水  棟 

軽傷 
  

 
 人 

一部 

損壊 
 棟 未分類  棟  不明  人 

119 番通報の件数  

応 
急 
対 
策 
の 
状 
況 

災害対策本部等の 
設 置 状 況 

 

 
 

消防機関等 
 

の 活動状況 
 
 

（地元消防本部、消防団、消防防災ヘリコプター、消防組織法第 39条に基づく応援消防本部等について、その出動規模、
活動状況等をわかる範囲で記入すること。） 

 
 
 
 

 
 
 

自衛隊派遣 
要請の状況 

 
 

その他市町が講じた応急対策 
 
 
 
 
 
 
 

《危機管理課・消防防災課確認事項》 
１死傷者については、氏名、性別、年齢について確認する。 
２住家被害については、住所・世帯数・人数及び被害の概要について確認する。床下浸水についても同様に確認する。 

３非住家被害については、全壊・半壊の被害数及び被害の概要について確認する。 

４住民の避難の状況について確認する。（緊急安全確保・避難指示・高齢者等避難の区別をはっきりさせること。） 

５道路、崖くずれの状況について確認する。 
（注）第１報については、迅速性を最優先とし可能な限り早く（ 原則として、覚知後 30 分以内）分かる範囲で記載して

報告すること。（確認がとれていない事項については、確認がとれていない旨（「未確認」等）を記入して報告すれ
ば 足りること。）  

（ 注）住家被害のうち、その程度が未確定のものについては、「未分類」の欄に計上すること。 



第４号様式（その１）別紙 

（避難指示等の発令状況）                                         市町名    （             ） 

終 日  
⇒NW-FAX 発信特番-500-2146 

NTT-FAX 028-623-2146 

市町名 
緊急安全確保 発令日時 避難指示 発令日時 高齢者等避難 発令日時 

対象世帯数（※） 対象人数（※） 解除日時 対象世帯数（※） 対象人数（※） 解除日時 対象世帯数（※） 対象人数（※） 解除日時 

   
       

  
 

  
 

   

   
 

  
 

  
 

   

   
 

  
 

  
 

   

   
 

  
 

  
 

   

   
 

  
 

  
 

   

   
 

  
 

  
 

   

   
 

  
 

  
 

   

   
 

  
 

  
 

   

   
 

  
 

  
 

   

   
 

  
 

  
 

   

   
 

  
 

  
 

   

   
 

  
 

  
 

   

   
 

  
 

  
 

   

※  対象世帯数等を確認中の場合は、空欄にせず「確認中」と記載すること。 



第４号様式（その２）〔被害状況即報〕 

終 日  ⇒NW-FAX発信特番-500-2146/NTT-FAX 028-623-2146 
送付先：栃木県危機管理防災局危機管理課・消防防災課（NW-TEL発信特番-500-2136/NTT-TEL 

028-623-2136） 

※第１報についてはＦＡＸ送付した旨電話にて報告して下さい。【県から要求した場合は除く】 

市町名 
 

区分 被害 区分 被害 
災
害
対
策
本
部
等
の
設
置
状
況 

県  (消防本部名 ) 

そ 
 
 
 
 

の 
 
 

 
 

他 

田 

流出･埋没 ha  公立文教施設 千円  

報告者名          (℡     ) 冠水 ha  農林水産業施設 千円  

市 

町 

 

災害名 
･ 

報告番号 

災害名 

 
第     報 

(  月  日  時現在) 

畑 

流出･埋没 ha  公共土木施設 千円  

冠水 ha  その他の公共施設 千円  

学校 箇所  小計 千円  

病院 箇所  公共施設被 害市 町数  団体  

区分 被害 道路 箇所  

そ 
 
 

の 
 
 

他 

農業被害 千円   

人
的
被
害 

死者 人 
 橋りょう 箇所  林業被害 千円   

 

適
用
市
町
村

名 災
害
救
助
法 

 

 

 
 

計          団体 

 うち災害関連死者 人 

行方不明者 人  河川 箇所  畜産被害 千円  

負傷者 
重傷 人  砂防 箇所  水産被害 千円  

軽傷 人  清掃施設 箇所  商工被害 千円  

住 

家 

被 

害 

全壊 

棟  崖くずれ 箇所  その他 千円  

世帯  鉄道不通 箇所  被害総額 千円  119 番通報件数                  件 

人  被害船舶 隻  

災
害
の
概
況 

 

半壊 

棟  水道 戸  

世帯  電話 回線  

人  電気 戸  

一部破損 

棟  ガス 戸  

世帯  ブロック塀等 箇所  

人     

応 
急 
対 

策 

の 

状
況 

消
防
機
関
等
の
活
動
状
況 

（地元消防本部、消防団、消防防災ヘリコプター、消防組織法第 39 条に基づく応援消防本部等について、その出動規模、活動状況等を記

入すること） 

床上浸水 

棟     

世帯     

人     

床下浸水 

棟  り災世帯数※2 世帯  

世帯  り災者数※2 人  

人  
※
３ 

火
災
発
生 

建物 件  

※
１ 

非
住
家 

公共建物 棟  危険物 件  自衛隊の災害派遣 その他 

その他 棟  その他 件  
 
◎用語の定義については、「災害報告取扱要領(昭和 45 年 4 月 10 日付消防防第 246号)」によるが、特に次のことに注意すること。 
※1 非住家は全壊及び半壊の被害を受けたもののみ計上すること。 
※2 り災世帯及びり災者数は全壊、半壊及び床上浸水の被害を受け通常の生活を維持できなくなった世帯及び人数を計上すること。 
※3 火災発生については地震又は火山噴火の場合のみ計上 

◎１１９番通報の件数は、１０件単位で、例えば約１０件、
３０件、５０件（５０件を超える場合は多数）と記入する
こと。 

◎被害額は省略することができるものとする。 



情報通信-8 即報基準一覧 

   



 

情報通信-9 災害時における放送要請に関する協定 

災害時における放送要請に関する協定 

 

（１）日本放送協会宇都宮放送局 

（協定の趣旨） 

第１条 この協定は、災害対策基本法（以下「法」という。）第57条の規定に基づき、栃木県知事が

日本放送協会宇都宮放送局（以下「ＮＨＫ」という。）に放送を行うことを求めるときの手続きを

定めるものとする。 

（放送要請） 

第２条 栃木県知事は、法第55条の規定に基づく通知または要請について、災害のため、公衆電気

通信設備、有線電気通信設備若しくは無線設備により発信できない場合、又は著しく困難な場合

において、その通信のため特別の必要があるときにＮＨＫに対し放送を行うことを求めることが

できる。 

（要請の手続） 

第３条 栃木県知事はＮＨＫに対し別紙様式により要請するものとする。 

（放送の実施） 

第４条 ＮＨＫは、栃木県知事から要請を受けた事項に関して自主的に放送の形式、内容、時刻を

その都度決定し、放送する。 

（連絡責任者） 

第５条 第３条に掲げる放送要請に関する事項の伝達及びこれに関する連絡の確実、円滑を図るた

め、栃木県消防防災課長及びＮＨＫ放送部長を連絡責任者とする。 

（雑 則） 

第６条 この協定の実施に関し、必要な事項は、栃木県知事及びＮＨＫが協議して定めるものとする。 

第７条 この協定は、昭和54年９月10日から適用する。 

この協定の成立を証するため、この協定書を２通作成し、両者記名押印の上、各自その１通を保

有する。 

 

栃木県知事 

日本放送協会宇都宮放送局 

局長 

様 式 

放  送  申  込  書 

放 送 要 請 の 理 由  

放 送 事 項  

希望する放送日時  

その他必要な事項  

   年  月  日 

日本放送協会 

 宇都宮放送局放送部長 殿 

栃木県総務部消防防災課長名        印 



 

（２）㈱栃木放送 

（協定の趣旨） 

第１条 この協定は、災害対策基本法（以下「法」という。）第57条の規定に基づき、栃木県知事が

株式会社栃木放送（以下「栃木放送」という。）に放送を行うことを求めるときの手続きを定める

ものとする。 

（放送要請） 

第２条 栃木県知事は、法第55条の規定に基づく通知または要請について、災害のため、公衆電気

通信設備、有線電気通信設備若しくは無線設備により通信できない場合、又は著しく困難な場合

において、その通信のため特別の必要があるときに栃木放送に対し放送を行うことを求めること

ができる。 

（要請の手続） 

第３条 栃木県知事は栃木放送に対し別紙様式により要請するものとする。 

（放送の実施） 

第４条 栃木放送は、栃木県知事から要請を受けた事項に関して自主的に放送の形式、内容、時刻

をその都度決定し、放送する。 

（連絡責任者） 

第５条 第３条に掲げる放送要請に関する事項の伝達及びこれに関する連絡の確実、円滑を図るた

め、栃木県消防防災課長及び栃木放送業務局長を連絡責任者とする。 

（雑 則） 

第６条 この協定の実施に関し、必要な事項は、栃木県知事及び栃木放送が協議して定めるものと

する。 

第７条 この協定は昭和54年９月10日から適用する。 

この協定の成立を証するため、この協定書を２通作成し、両者記名押印の上、各自その１通を保

有する。 

 

栃木県知事 

 

株式会社栃木放送 

代表取締役 

様 式 

放  送  申  込  書 

放 送 要 請 の 理 由  

放 送 事 項  

希望する放送日時  

その他必要な事項  

   年  月  日 

 

 株式会社 栃木放送業務局長 殿 

栃木県総務部消防防災課長名        印 

 



 

（３）㈱エフエム栃木 

（協定の趣旨） 

第１条 この協定は、災害対策基本法（以下「法」という。）第57条の規定に基づき、栃木県知事が

株式会社エフエム栃木（以下「エフエム栃木」という。）に放送を行うことを求めるときの手続き

を定めるものとする。 

（放送要請） 

第２条 栃木県知事は、法第55条の規定に基づく通知または要請について、災害のため、公衆電気

通信設備、有線電気通信設備若しくは無線設備により通信できない場合、または著しく困難な場

合において、その通信のため特別の必要があるときにエフエム栃木に対し放送を行うことを求め

ることができる。 

（要請の手続） 

第３条 栃木県知事はエフエム栃木に対し別紙様式により要請するものとする。 

（放送の実施） 

第４条 エフエム栃木は、栃木県知事から要請を受けた事項に関して自主的に放送の形式、内容、

時刻をその都度決定し、放送する。 

（連絡責任者） 

第５条 第３条に掲げる放送要請に関する事項の伝達及びこれに関する連絡の確実、円滑を図るた

め、栃木県消防防災課長及びエフエム栃木編成部長を連絡責任者とする。 

（雑 則） 

第６条 この協定の実施に関し、必要な事項は、栃木県知事及びエフエム栃木が協議して定めるも

のとする。 

第７条 この協定は平成６年４月１日から適用する。 

この協定の成立を証するため、この協定書を２通作成し、両者記名押印の上、各自その１通を保

有する。 

宇都宮市塙田１－１－20 

栃 木 県 知 事          渡 辺 文 雄 

 

宇都宮市一条３－１－19 

株式会社 エフエム栃木 

代表取締役社長  加 藤 昌 平 

様 式 

放  送  申  込  書 

放 送 要 請 の 理 由  

放 送 事 項  

希望する放送日時  

その他必要な事項  

   年  月  日 

 

 株式会社 エフエム栃木編成部長 様 

栃木県総務部消防防災課長名        印 

 



 

情報通信-10 無人航空機による災害応急対策活動に関する協定書（晃洋設計測量㈱） 

 

無人航空機による災害応急対策活動に関する協定書 

 

足利市（以下「甲」という。）と晃洋設計測量株式会社（以下「乙」という。）は、

足利市内において、地震、大雨、台風その他異常な自然現象等により災害が発生し

た場合における無人航空機による災害応急対策活動（以下「災害活動」という。）

の実施に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（支援協力） 

第１条 甲は、足利市内で災害が発生し、災害活動が必要と認めるときは、乙にそ

の実施を要請し、乙は、これを受諾するものとする。ただし、気象条件その他や

むを得ない事情があるときは、この限りでない。 

２ 前項の要請は、災害時協力要請書（別記様式）により行うものとする。ただし、

緊急に対応する必要があるときは、甲の職員が乙に電話その他の方法により要

請し、その後速やかに災害時協力要請書を乙に送付するものとする。 

 

（災害活動の内容） 

第２条 乙が実施すべき災害活動は、次のとおりとする。 

(1) 航空撮影による被災状況等に関する情報収集 

(2) 前号の情報収集の実施に関し必要な業務 

 

（航空法における許可等） 

第３条 災害活動の実施に係る航空法（昭和２７年法律第 231号）の許可、承認等

の申請その他の手続については、甲及び乙が協力して事務手続を行うものとす

る。 

２ 乙は、災害活動を実施するときは、無線航空機の航空の安全や地上の人家等の

安全確保を自主的に行うものとする。 

 

（費用負担） 

第４条 災害活動の実施に要した費用は、甲が負担するものとする。 

２ 前項の費用については、実費精算とする。 

 

（映像の所有権） 

第５条 災害活動により撮影した映像の所有権は、甲に帰属する。 

 



 

（守秘義務） 

第６条 乙又は乙の従業員若しくは従業員であった者は、災害活動の実施により

知り得た情報を漏らし、又は盗用してはならない。 

（被害の負担） 

第７条 災害活動の実施に伴い、乙の責に帰する原因により、第三者に損害を及ぼ

したときは、乙がこれを賠償しなければならない。 

２ 災害活動の実施に伴い、甲乙双方の責に帰さない理由により、第三者に損害を

及ぼしたとき又は使用した機体等に損害が生じたときは、乙は、遅滞なくその状

況を書面により甲に報告し、甲乙協議の上、その処置を決定するものとする。 

 

（協議） 

第８条 この協定に定めのない事項又は解釈に疑義が生じた事項については、そ

の都度、甲乙の協議により決定するものとする。 

 

（協定の効力） 

第９条 この協定は、締結の日から３年間効力を有する。ただし、有効期間満了前

１か月までに、甲乙いずれからも協定の終了又は変更の申出がないときは、従前

と同一の条件で協定を更新するものとする。 

 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、

各１通を保有する。 

 

平成２８年６月２０日 

 

 

甲 栃木県足利市本城三丁目２１４５番地 

足利市 

足利市長  和泉 聡 

 

 

乙 栃木県足利市山川町６５６番地１ 

晃洋設計測量株式会社 

代表取締役 蓼沼 恒男 



 

情報通信-11 特設公衆電話の設置等に関する覚書（東日本電信電話㈱栃木支店） 

 

特設公衆電話の設置等に関する覚書 

 

足利市（以下「甲」という。）と東日本電信電話株式会社（以下「乙」という。）は、災害

時の避難所等における特設公衆電話の設置、利用、管理等に関し、次のとおり覚書を締結す

る。 

 

（目的） 

第１条 本覚書は、甲と乙が相互に連携し、災害時に避難所等となる施設において、発災後

速やかに特設公衆電話を設置できるようにし、もって市民等の通信手段の確保に資する

ことを目的とする。 

 

（用語の定義） 

第２条 本覚書において「災害」とは、災害救助法（昭和２２年法律第118号）第２条に規

定する政令で定める程度の災害及び同様の事象をいう。 

２ 本覚書において「特設公衆電話」とは、甲乙協議の上定めた施設（以下「特設公衆電話

設置施設」という。）に、乙が電気通信回線及び電話機接続端子等（保安器を含む。以下

同じ。）を敷設し、災害の発生時に甲の所有する電話機（以下「電話機」という。）を接続

することで、市民等へ通信の提供をするものをいう。 

 

（特設公衆電話設置施設等の決定及び情報の共有） 

第３条 特設公衆電話設置施設及び当該施設の電気通信回線数は、甲乙協議の上、乙が決定

するものとする。 

２ 特設公衆電話設置施設における特設公衆電話設置箇所（特設公衆電話設置施設におい

て特設公衆電話を開設する場所をいう。以下同じ。）は、甲乙協議の上、甲が決定するも

のとする。 

３ 特設公衆電話設置施設、特設公衆電話設置箇所その他特設公衆電話の設置に関し必要

な情報は、甲乙互いに保管するものとする。この場合において、甲及び乙は、互いに情報

管理責任者を指名し、情報管理責任者（変更）通知書（別紙１）により相互に通知するも

のとする。 

 

（費用負担） 

第４条 特設公衆電話の設置等に要する費用負担は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 電気通信回線及び電話機接続端子等の敷設等に係る費用（敷設等のための事前調査

に係る費用を含む。）並びに特設公衆電話の利用料（第１３条第４項第１号に規定する

場合を除く。）は、乙が負担する。 

(2) 特設公衆電話設置施設敷地内の引き込み柱（敷地外から当該施設まで、電気通信回線

を引き込むためのものをいう。）、当該施設内の配管及び電話機に係る費用は、甲が負担

する。 

 

（移転、廃止等） 

第５条 甲は、特設公衆電話設置施設の移転、廃止等がある場合又は新たに特設公衆電話



 

を設置する必要がある施設がある場合は、速やかにその旨を、乙に書面をもって報告し

なければならない。 

２ 前項の場合において、特設公衆電話の撤去を必要とするときの費用負担は、前条の規

定によるものとする。 

 

（利用の開始） 

第６条 特設公衆電話の利用の開始は、甲乙協議の上、乙が決定するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、災害の発生により特設公衆電話設置施設が避難所となる場

合は、甲乙の協議によらず、甲の判断により特設公衆電話の利用の開始を決定することが

できる。この場合において、甲は、乙に対しその旨を報告しなければならない。 

３ 前２項の規定により特設公衆電話の利用の開始を決定したときは、甲は、速やかに電話

機を設置し、市民等の通信確保に努めるものとする。 

 

（利用者の誘導） 

第７条 甲は、特設公衆電話の利用を開始した場合は、市民等の適切な利用が行われるよう、

可能な限りその誘導に努めるものとする。 

 

（設置場所の公開） 

第８条 乙は、特設公衆電話の利用を開始したときは、特設公衆電話設置施設等の情報につ

いて、乙のホームページにおいて公開するものとする。 

 

（利用の終了） 

第９条 特設公衆電話の利用の終了は、甲乙協議の上、乙が決定するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、災害の発生により特設公衆電話設置施設を避難所とした場

合において、当該避難所を閉鎖するときは、甲乙の協議によらず、甲の判断により特設公

衆電話の利用を終了することができる。この場合において、甲は、乙に対しその旨を報告

しなければならない。 

３ 前２項の規定により特設公衆電話の利用を終了したときは、甲は、速やかに電話機を撤

収するものとする。 

 

（電話機の管理等） 

第１０条 甲は、災害が発生したときに速やかに特設公衆電話を利用することができるよ

う、電話機を適切な場所に保管し、管理するものとする。 

 

（定期試験の実施） 

第１１条 甲及び乙は、災害が発生したときに速やかに特設公衆電話を利用することがで

きるよう、年に１回を目安として、特設公衆電話定期試験仕様書（別紙２）に従い、接続

試験を実施するものとする。 

 

（故障等発見時の扱い） 

第１２条 甲及び乙は、特設公衆電話について、何らかの異常を発見した場合は、速やかに

相互に確認し合い、故障回復に向け協力するものとする。 

２ 当該故障等により修理等を要する場合の費用負担は、第４条に基づき行うものとする。 



 

 

（目的外利用の禁止） 

第１３条 甲は、第６条の規定により特設公衆電話の利用を開始するとき又は第１１条の

規定により定期試験を行うときを除き、特設公衆電話を利用してはならない。 

２ 乙は、特設公衆電話の利用状況について、定期的に検査することとする。 

３ 前項の規定による検査の結果、特設公衆電話の目的外利用があった場合は、乙はその旨

を甲に報告し、甲は速やかに再発防止のための措置を講じ、その旨を乙に報告するものと

する。 

４ 前項の規定により措置を講じたにもかかわらず、当該目的外利用が継続する場合は、甲

乙協議の上、抜本的な措置を講ずるものとする。この場合において、特設公衆電話の撤去

を行うこととなった場合の費用及び当該目的外利用により発生した利用料の負担は、次

の各号に定める場合に応じ、当該各号に定めるものの負担とする。 

(1) 当該目的外利用を行った者が甲の職員等である場合 甲の負担 

(2) 当該目的外利用を行った者が前号以外の者である場合 乙の負担 

 

（機密保持） 

第１４条 甲及び乙は、本覚書により知り得た相手方の業務上、技術上の機密を、その方法

手段を問わず、第三者に漏洩してはならない。この義務は、本覚書廃止後も同様とする。 

 

（覚書の変更及び廃止） 

第１５条 本覚書の内容を変更する場合又は覚書を廃止する場合は、甲乙協議の上、決定す

るものとする。 

 

（その他協議事項） 

第１６条 本覚書に定めのない事項又は本覚書の解釈に疑義が生じた場合は、甲乙誠意を

もって両者の協議により定めるものとする。 

 

本覚書の締結を証するため，本書２通を作成し，甲乙それぞれ記名押印の上、各１通 

を保有する。 

 

平成２９年 1月 30日 

 

甲  栃木県足利市本城三丁目 2145番地 

足利市 

足利市長  和 泉  聡        印 

 

 

乙  栃木県宇都宮市東宿郷４-３-２７ 

東日本電信電話株式会社 

栃木支店長 村 田 和 也      印 



 

 

情報通信-12 災害時における放送に関する協定書（わたらせテレビ㈱）

 

災害時における放送に関する協定書 

 

 足利市（以下「甲」という。）とわたらせテレビ株式会社（以下「乙」という。）

は、足利市において災害が発生したとき又は発生するおそれがあるときにおけ

る放送に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

 （目的）  

第１条 本協定は、乙の提供するサービス（コミュニティチャンネル、メール配

信等）を通じて、防災に関する情報を提供することにより、市民の安全、安心

の確保に資することを目的とする。 

 

 （情報発信の要請） 

第２条 甲は、防災に関する情報を市民に伝達する必要があると認めたときは、

乙に対し、情報発信の実施を要請することができる。 

２ 前項の要請は、情報発信要請書（別記様式）により要請を行うものとする。

ただし、緊急を要するときは、電話又はその他の方法により要請し、事後速や

かに情報発信要請書を送付するものとする。 

 

 （情報発信の実施） 

第３条 乙は、甲から前条の要請を受けたときは、速やかに情報発信を行うもの

とする。ただし、乙の人員又は設備が被災した場合その他やむを得ない事由に

より情報発信ができない場合は、この限りではない。 

２ 乙は、情報発信に必要な情報を、甲に求めることができる。 

３ 乙は、情報発信の実施に当たり、正確且つ迅速に伝達するよう努めなければ

ならない。 

 

 （連絡体制） 

第４条 甲及び乙は、緊急時における情報伝達を円滑に行うため、あらかじめ連

絡体制を定めるものとする。ただし、協定期間内においてその内容に変更が生

じたときは、速やかに相手方に通知するものとする。 

 

 （適用） 

第５条 この協定は協定締結の日から効力を発し、甲又は乙から文書をもって

協定終了を通知しない限り、その効力を持続するものとする。 

 



 （疑義の決定） 

第６条 この協定に定めのない事項及びこの協定の実施に当たり疑義が生じた

ときは、甲乙双方が誠意をもって協議し、決定するものとする。 

 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自１

通を保有する。 

 

 

平成２９年９月１日 

 

栃木県足利市本城三丁目２１４５番地    

   

甲  足利市                  

  

  足利市長 和泉 聡            

 

 

 

栃木県足利市有楽町８３５番地       

 

乙  わたらせテレビ株式会社          

 

  代表取締役社長 板橋 敏雄        

 

 



 

情報通信-13 災害に係る情報発信等に関する協定（ヤフー株式会社） 

 

災害に係る情報発信等に関する協定 

 

足利市（以下「甲」という。）及びヤフー株式会社（以下「乙」という。）は、災害に係

る情報発信等に関し、次のとおり協定（以下「本協定」という）を締結する。 

 

第 1条（本協定の目的） 

本協定は、市内の地震、津波、台風、豪雨、洪水、暴風その他の災害に備え、甲が市

民に対して必要な情報を迅速に提供し、かつ行政機能の低下を軽減させるため、甲と

乙が互いに協力して様々な取組みを行うことを目的とする。 

 

第 2条（本協定における取組み） 

1. 本協定における取組みの内容は次の中から、甲及び乙の両者の協議により具体的な内

容及び方法について合意が得られたものを実施するものとする。 

(1) 乙が、甲の運営するホームページの災害時のアクセス負荷の軽減を目的として、

甲の運営するホームページのキャッシュサイトをヤフーサービス上に掲載し、一

般の閲覧に供すること。 

(2) 甲が、市内の避難所等の防災情報を乙に提供し、乙が、これらの情報を平常時か

らヤフーサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。 

(3) 甲が、市内の避難勧告、避難指示等の緊急情報を乙に提供し、乙が、これらの情

報をヤフーサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。 

(4) 甲が、災害発生時の市内の被害状況、ライフラインに関する情報及び避難所にお

けるボランティア受入れ情報を乙に提供し、乙が、これらの情報をヤフーサービ

ス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。 

(5) 甲が、市内の避難所等における必要救援物資に関する情報を乙に提供し、乙が、

この必要救援物資に関する情報をヤフーサービス上に掲載するなどして、一般に

広く周知すること。 

(6) 甲が、市内の避難所に避難している避難者の名簿を作成する場合、乙が提示する

所定のフォーマットを用いて名簿を作成すること。 

2. 甲及び乙は、前項各号の事項が円滑になされるよう、お互いの窓口となる連絡先及び

その担当者名を相手方に連絡するものとし、これに変更があった場合、速やかに相手

方に連絡するものとする。 

3. 第 1 項各号に関する事項及び同項に記載のない事項についても、甲及び乙は、両者で

適宜協議を行い、決定した取組みを随時実施するものとする。 

 

 



 

第 3条（費用） 

前条に基づく甲及び乙の対応は別段の合意がない限り無償で行われるものとし、それ

ぞれの対応にかかる旅費・通信費その他一切の経費は、各自が負担するものとする。 

第 4条（情報の周知） 

乙は、甲から提供を受ける情報について、甲が特段の留保を付さない限り、本協定の

目的を達成するため、乙が適切と判断する方法（提携先への提供、ヤフーサービス以

外のサービス上での掲載等を含む）により、一般に広く周知することができる。ただ

し、乙は、本協定の目的以外のために二次利用をしてはならないものとする。 

 

第 5条（本協定の公表） 

本協定締結の事実及び本協定の内容を公表する場合、甲及び乙は、その時期、方法及

び内容について、両者で別途協議のうえ、決定するものとする。 

 

第 6条（本協定の期間） 

本協定の有効期間は、本協定締結日から1年間とし、期間満了前までにいずれかの当事

者から他の当事者に対し期間満了によって本協定を終了する旨の書面による通知がな

されない限り、本協定はさらに1年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とする。 

 

第 7条（協議） 

本協定に定めのない事項及び本協定に関して疑義が生じた事項については、甲及び乙

は、誠実に協議して解決を図る。 

 

以上、本協定締結の証として本書 2 通を作成し、甲と乙両者記名押印のうえ各 1 通を保有

する。 

 

平成 31年 3月 19日 

 

甲：栃木県足利市本城三丁目 2145 

    足利市 

    市長 和 泉 聡 

     

乙：東京都千代田区紀尾井町 1番 3号 

ヤフー株式会社 

代表取締役 川 邊 健 太 郎 



 

情報通信-14 災害対策基本法に基づく放送要請に関する協定（㈱とちぎテレビ、㈱栃木放送） 

災害対策基本法に基づく放送要請に関する協定 

 

 災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号。以下「法」という。）第５７条の規

定に基づき、足利市（以下「甲」という。）と株式会社とちぎテレビ（以下「乙」

という。）並びに株式会社栃木放送（以下「丙」という。）は、同法施行令第２２条

の規定に基づく災害時の放送要請に関する手続きについて次のとおり協定を締結

する。 

       
第１条 甲は、法第５７条の規定に基づき乙及び丙に対し法第５６条の規定による

通知又は警告等の放送を要請する場合は、この協定の定めるところによるものと

する。 

第２条 甲は、法第５７条の規定に基づき放送を求める場合は、乙及び丙に対し次

の事項を明らかにして行うものとする。 

 １ 放送を求める理由 

 ２ 放送の内容 

 ３ 放送の日時 

 ４ その他必要な事項 

第３条 乙及び丙は、前条による放送を求められ、その内容が法第５６条の規定に

適合すると認められたときは、放送内容、放送の種別及び日時等を決定し、放送

を行うものとする。 

第４条 この協定の実施に関し必要な事項は、別に協議して定めるものとする。 

第５条 この協定に定めのない事項について定めをする必要が生じたとき、又はこ

の協定に定める事項に疑義が生じたときは、その都度、協議して定めるものとす

る。 

 

 附則 

この協定は、平成２７年４月２３日から実施する。 

 

 平成２７年４月２３日 

      甲   栃木県足利市本城３－２１４５ 

                     足利市 

            足利市長     和 泉   聡 

 

         乙   栃木県宇都宮市昭和２－２－２ 

    株式会社とちぎテレビ 

代表取締役社長  吉 澤 文 夫 

 

         丙   栃木県宇都宮市本町１２－１１ 

株式会社栃木放送 

 代表取締役社長  竹 澤 一 夫 



 

 

災害対策基本法に基づく放送要請に関する協定第４条による協議事項 

                             

 

１ 連絡責任者 

災害対策基本法に基づく放送要請に関する協定（以下「協定」という。）の

円滑な実施を図るため、連絡責任者を次の通り定める。なお、連絡責任者に

変更がある時は、その都度、報告するものとする。 

    足利市総務部 危機管理課長 

    株式会社とちぎテレビ 報道制作局長  

    株式会社栃木放送 報道制作局長  

 

 ２ 足利市における手続き 

       足利市が協定第２条に基づき放送を求める場合は、連絡責任者を通じて速

やかに行うものとする。 

 

 ３ 株式会社とちぎテレビ、株式会社栃木放送における措置 

    株式会社とちぎテレビ、株式会社栃木放送は協定第３条に基づき、放送の

内容、放送の種別及び日時等を決定したときは、その内容について、足利市

に連絡するものとする。 

 

４ 連絡責任者の連絡先 

    足利市総務部 危機管理課   代表  ０２８４－２０－２２４７ 

                   ﾒｰﾙ  kikikanri@city.ashikaga.lg.jp 

    とちぎテレビ 報道制作局  代表  ０２８－６２３－００５１ 

                  デスク ０２８－６２３－０４３１ 

                  携帯  ０９０－４８４６－３９８１ 

                  ﾒｰﾙ   saigai-taisaku＠tochigi-tv.co.jp 

栃木放送   報道制作局  代表  ０２８－６２２－１１１１  

デスク ０２８－６２４－１７４１ 

                                    携帯  ０９０－４６７６－９９７１ 

                  ﾒｰﾙ   desk@crt-radio.co.jp 

 

  

 

 


